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立川市民憲章 

 

多摩川の清流にはぐくまれ、玉川上水の分水をはかって武

蔵野台地に生活の場を開拓した立川は、先見性と自治の精神

をもって環境をととのえ、教育や産業の振興につとめてまい

りました。 

わたくしたちは、この伝統を受けつぎ、多摩の中心都市と

して一層の充実と発展をねがい、広く世界を見つめ、平和で

文化のかおり高い緑豊かな健康都市をめざして、この憲章を

定めます。 

 

わたくしたちは 

 

１ たがいに尊敬し、思いやりのある 

家庭とまちをつくります。 

 

１ ふるさとを愛し、自然を大切にして、 

美しいまちをつくります。 

 

１ 働くことに誇りをもち、活力のある 

豊かなまちをつくります。 

 

１ きまりを守り、協力しあって、 

住みよいまちをつくります。 

 

１ 心とからだをきたえ、文化を高め、 

伸びゆくまちをつくります。 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

市長挨拶掲載 
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第１節 立川市第４次長期総合計画の概要 

 

１ 第４次長期総合計画の構成 

長期総合計画は、市政の根幹をなす長期的、総合的な行政計画であり、本市における最上

位に位置付けられる計画です。 

第４次長期総合計画は、基本構想及び基本計画で構成されており、平成 27（2015）年３

月に策定しました。 
 

＜基本構想＞ 

めざすまちづくりの「将来像」を定め、その実現のための基本的な考え方・理念を示すも

のです。 
 

＜基本計画＞ 
基本構想に定められた「将来像」を具現化するため、施策や基本事業を体系的に示すもの

です。 

 

２ 計画期間 

第４次長期総合計画の計画期間は、本市を取り巻く社会動向や経済情勢の変化、多様な市

民ニーズ、少子化、高齢化等に迅速かつ的確に対応するため、次のとおりとします。 
 

＜基本構想＞ 

基本構想の計画期間は、平成 27（2015）年度を初年度とし、目標年次である令和６（2024）

年度までの 10年とします。 
 

＜基本計画＞ 

基本構想の計画期間である 10 年を５年ごとの「前期」「後期」に分け、平成 27（2015）

年度から平成 31（2019）年度までを前期基本計画、令和２（2020）年度から令和６（2024）

年度までを後期基本計画の計画期間とします。 

 

  

平成27年度 

(2015年度) 

平成28年度 

(2016年度) 

平成29年度 

(2017年度) 

平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

令和２年度 

(2020年度) 

令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

令和６年度 

(2024年度) 

          

 

   

 

     

第４次基本構想 

【平成 27（2015）～令和６（2024）年度】 

 第   章    総序 

前期基本計画 

【平成27（2015）～平成31（2019）年度】 

後期基本計画 

【令和２（2020）～令和６（2024）年度】 
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３ 基本構想の概要 

基本構想は、本市がめざすまちづくりの将来像を明らかにするとともに、将来像に基づく

都市像やまちづくりの基本理念などを示すもので、市民会議からの提言や長期総合計画審議

会の答申などに基づき策定し、平成 27（2015）年３月に市議会の議決を経て決定しました。 

本基本構想で定める将来像は、市が市民とともにめざす共通の目標となるもので、次のよ

うな役割を持つものです。 

● 市政の長期的、総合的な行政運営の指針 

● 市民や民間団体などの地域社会における活動の指針 

● 国・東京都などが地域計画を策定し、事業を行うにあたって尊重すべき指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市像】 
●育ちあい、学びあう文化の香り高いまち 

未来を担う子どもたちを育てる場や市民の学びの機会が充実し、市民の多様な交流による創造性
あふれる文化の香り高いまち 

●安全で、環境にやさしい快適なまち 
日々の生活を安心して送ることができる環境が整い、うるおいに満ちた緑あふれる自然に囲まれ
た快適なまち 

●人々が交流し、さまざまな価値がうまれる活力あるまち 
都市機能の充実とそれを効果的に活用した産業の振興により、人・モノ・情報が集まり、ビジネス
をはじめとした新たな価値がうまれる活力あるまち 

●ともに見守り支えあう、安心して健やかに暮らせるまち 
互いに見守り支えあうしくみが構築され、住み慣れた地域で安心して健やかに暮らし続けること
ができるまち 

●分権型社会に対応した持続可能なまち 
効率的・効果的な行財政運営・地域経営が行われるとともに、住みやすい地域づくりに向けて市民
が力を合わせ、協働による取組を積極的に展開する持続可能なまち 

 

多摩地域における交通の要衝である立川は、JR 立川駅を中心に産業や文化などの集積

を図ることにより多様な交流を育み、さらなる発展を遂げ、にぎわいを見せています。

一方、砂川地域を東西に広がる農地や玉川上水・多摩川・残堀川、日本を代表する国営

昭和記念公園など、自然や緑といったうるおいに満ちた空間が身近にあり、また、人と

人とのふれあいや絆を大切にした地域に根ざした活動が活発に行われ、日々の暮らしの

中でやすらぎを感じることができます。 

このように、にぎわいとやすらぎを兼ね備えた立川は、市民やまちを訪れる多くの方

たちの交流による立川らしい新たな価値を創造しながら、多摩地域の中心のまちとして

さらに発展し続けています。 

【将来像】 「にぎわいとやすらぎの交流都市 立川」 

【まちづくりの基本理念】 

●多様な主体による協働の推進 

多様な主体が協働し、市民力を生かしたまちづくりを進めていきます。 

●積極的なシティプロモーションの展開 

地域の魅力を発信し、誇りを持てるまちづくりを進めていきます。 

●シニア世代や女性をはじめとした多様な人材の活躍 

市民それぞれが生涯活躍できるまちづくりを進めていきます。 

●不断の行財政改革の推進 

市民ニーズに的確に対応できる、効率的・効果的な行財政運営を進めていきます。 
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第１節 計画策定の目的 

本市では、基本構想に定めるまちづくりの将来像「にぎわいとやすらぎの交流都市 立川」

の実現に向けて、平成 27（2015）年度から平成 31（2019）年度を計画期間とする前期基本

計画を策定し、施策の展開を図ってきました。 

後期基本計画は、前期基本計画における各施策の成果や課題を把握するとともに、本市を

取り巻く社会動向や経済情勢の変化、多様な市民ニーズ等を踏まえ、基本構想に定める将来

像の実現に向けて、その具体的な方向性を示すための基本方針として策定するものです。 

 

第２節 後期基本計画と総合戦略の関係 

人口減少問題の克服と交流を中心に据えた「たちかわ創生」を目的とする「たちかわ創生

総合戦略」と「第４次長期総合計画」の基本的な考え方が一致していることから、たちかわ

創生総合戦略に定める理念等を後期基本計画の構成の一部として位置付け、「まち・ひと・

しごと創生」に係る施策の実効性の向上を図るものとします。 

 

第３節 計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 計画期間 

後期基本計画の計画期間は、令和２（2020）年度から令和６（2024）年度までの５年間と

します。 

 

将来像 

都市像 

まちづくりの基本理念 

 

政策の取組方針 

まちづくり戦略 
分野横断的な取組の方向性を示し、「たちかわ創生」

の視点を盛り込んでいます。 

行財政運営の基本方針 
持続可能な行財政運営を推進するための方針を示

しています。 

施策 
施策は、政策を実現するための取組方針であり、37

本設定しています。 

基本事業 
基本事業は、施策の目的を実現するための手段であ

り、102本設定しています。 

都市像を実現するための、５つの分野それぞれに展

開する政策の取組方針を示しています。 

全ての政策を通底する考え方として４つの基本理

念を定めています。 

将来像の実現に向けて、まちづくりの方向性を示す

５つの都市像を定めています。 

本市がめざすまちづくりの将来像を定め、将来像が

実現されたまちのイメージを示しています。 

基本構想 

基本計画 
総合 
戦略 人口 

ビジョン 

 第   章    後期基本計画の策定にあたって 



 

 

  

 

 

  

 
 

本市を取り巻く状況 
 

第３章 

第１節 人口の推移 

第２節 人口の見通し 

第３節 財政状況の推移 

第４節 財政収支の見通し 
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第１節 人口の推移 

１ 総人口の推移 

第４次長期総合計画が開始した平成 27（2015）年に 179,090 人であった総人口は計画期

間中一貫して増加しており、令和２（2020）年には〇〇人となり〇〇人増加しています。 
 

総人口の推移 

 
※各年１月１日現在、住民基本台帳人口（2013 年以降は外国人を含む） 
 

２ 出生数・死亡数及び自然増減の推移 

出生数は平成 22（2010）年に 1,484 人となって以降は、ほぼ横ばいで推移してきました

が、平成 29（2017）年には 1,391人、平成 30（2018）年には○○人となっており、近年微

減傾向となっています。一方、死亡数は平成 22（2010）年の 1,383人から増加傾向にあり、

平成 30（2018）年には○○人となっています。平成 24（2012）年には死亡数が出生数を上

回り、その後は、自然減が続いています。 
 

出生数・死亡数及び自然増減の推移 

  

174,458 174,920 175,188 178,407 178,194 179,090 179,796 181,554 182,658 183,822 ○○

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020（年）

（人） 第4次長期総合計画 計画期間

1,484 1,486 1,460 1,439 1,395 1,501 1,419 1,391 〇〇

-1,383 -1,429 -1,519 -1,602 -1,467 -1,576 -1,581 -1,656 〇〇

101 57 

-59 -163 -72 -75 -162 -265 〇〇

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

出生数 死亡数 自然増減

（年）

（人） 第4次長期総合計画 計画期間

出典：東京都「人口動態統計」 

出典：立川市「世帯と人口」 

 第   章    本市を取り巻く状況 
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３ 合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率は、全国的な傾向と同様に平成 22（2010）年以降は緩やかに上昇してお

り、平成 30（2018）年には○○となっています。全国の平均値より低いものの、東京都の平

均値は上回って推移しています。 

 
合計特殊出生率の推移 

 

※合計特殊出生率：1人の女性が生涯に産むと推定される子どもの数に相当し、出産期を想定した
15～49歳の女性の年齢別出生率（年齢別出生数÷年齢別女性人口）を合算して算出する。 

 

出典：東京都「人口動態統計」 
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４ 転入者数・転出者数及び社会増減の推移 

平成 25（2013）年までは転入者数と転出者数がほぼ拮抗しており平成 23（2011）年と平

成 24（2012）年は転出者数が転入者数を上回る社会減となりましたが、平成 25（2013）年

以降は一貫して転入者数が転出者数を上回って社会増となっています。 

 
転入者数・転出者数及び社会増減の推移 

 
出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

 

５ 年齢別社会増減の推移 

年齢別の社会増減では、15～24 歳の転入超過が顕著になっており社会増の大きな要因と

なっています。また、平成 25（2013）年に転出超過傾向が顕著だった 25～44 歳の年代が、

平成 30（2018）年には転入超過に転じています。 

 
年齢別社会増減の推移 

 

出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 
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６ 性別・年齢別人口移動の状況 

性別・年齢別の人口移動の状況を見ると、男性、女性ともに 15～24 歳が大幅な転入超過

となっており、特に埼玉県や千葉県、東京都、神奈川県のいわゆる東京圏を除いた地方部か

らの転入が多くなっています。一方、20～29歳の女性は、東京 23区への転出が多くなって

います。 

 
性別・年齢別人口移動の状況（男性、2018年） 

 
出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

 

 
性別・年齢別人口移動の状況（女性、2018年） 

 
出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 
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７ 外国人人口の推移 

外国人人口は平成 22（2010）年の 3,685人から平成 26（2014）年までは減少していまし

たが、その後は計画期間中一貫して増加しており、令和２（2020）年には〇〇人になり、総

人口に占める割合は約〇〇％となっています。 

 
外国人人口の推移 

 
※各年１月１日現在、住民基本台帳人口（2012 年以前は外国人登録者数） 
 

出典：立川市「世帯と人口」 
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８ 昼夜間人口比率の推移 

本市には通勤や通学で市外から多くの人が集まっており、昼間人口は夜間人口を上回っ

て推移しています。昼間人口を夜間人口で除した昼夜間人口比率は増加傾向となっており、

平成 27（2015）年では多摩 26市トップの 114.2となっています。 

 

昼夜間人口比率の推移 

 
※昼夜間人口比率とは、常住人口（夜間人口）100 人に対する昼間人口のこと。昼間人口は常住人
口から他の地域へ通勤・通学する人口（流出人口）を引き、他の地域から通勤・通学してくる人
口（流入人口）を足したもの。 

出典：総務省「国勢調査」 

 
昼夜間人口比率（多摩 26市、2015年） 

 
出典：総務省「国勢調査」 
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９ 就業者数の推移 

本市の市民の就業者数は、平成 17（2005）年の 83,706人をピークに減少しており、平成

27（2015）年には平成 17（2005）年から 10.8％減少し 74,695人となっています。また、本

市で働く就業者数も平成 17（2005）年の 104,658 人をピークに減少傾向にあり、平成 27

（2015）年には平成 17（2005）年から 6.1％減少し、98,295人となっています。 

 

就業者数（常住地）の推移 

 
※立川市を常住地とする 15 歳以上の就業者 

出典：総務省「国勢調査」 

 
就業者数（従業地）の推移 

 
※立川市を従業地とする 15 歳以上の就業者 

出典：総務省「国勢調査」 
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10 年齢別就業者数及び市内従業割合 

平成 27（2015）年の本市の市民の就業者数は、40 歳～44 歳が最も多く、次いで 45～

49 歳、50～54 歳と続いています。また、市内での従業割合は、15～59 歳で約 30～40％

程度となっており、60歳以降は 40％を超え、年齢が上がると市内で働く人の割合が高く

なる傾向にあります。 

 
年齢別就業者数及び市内従業割合 

 
※立川市を常住地とする 15 歳以上の就業者（不詳を除く） 

出典：総務省「国勢調査」 
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第２節 人口の見通し 

全国的に人口減少や少子化、高齢化が進展する中、本市においても第４次長期総合計画の

初年度である平成 27（2015）年以降緩やかな人口減少を見込んでいましたが、主に転入に

よる社会増を背景に、計画期間中一貫して人口増加の見込みとなっています。 

しかしながら、今後は、少子化に伴い本市へ転入超過傾向にあった東京圏外の若年世代の

人口が減少することや、本市から都心部への転出の増加等により、大幅な社会増は見込めま

せん。また、既に死亡数が出生数を上回る自然減になっており、この傾向はさらに進んでい

くことが見込まれます。これらのことから、令和７（2025）年をピークに本市の総人口は横

ばいから減少局面に転じると見込まれます。 

今後、本市においても全国的な傾向と同様に人口減少や少子化、高齢化が進展していく中

では、定住人口の確保と交流人口の増加を図ることで、本市の発展と周辺地域への活性化に

も寄与しつつ、持続可能なまちづくりを進めていく必要があります。 

 

１ 総人口の見通し 

令和２（2020）年に〇〇人であった総人口は、令和７（2025）年の 184,839人をピークに

減少していき、令和 22（2040）年には 177,646 人とピークから 7,193 人減少すると見込ま

れます。 

 
総人口の見通し 

 
※2020年までは各年１月１日現在、住民基本台帳人口 
※2021年以降は、2018年１月１日現在の住民基本台帳人口を基準人口とし、コーホート要因法に
より推計 

 

出典：立川市「第 4次長期総合計画後期基本計画策定のための将来人口推計調査」 
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２ 年齢４区分別人口・人口割合の見通し 

年齢階層別に見ると、14歳以下の人口は平成 30（2018）年の 22,479人をピークにほぼ一

貫して減少すると見込まれます。15～64 歳の人口は令和２（2020）年の〇〇人から令和６

（2024）年の 116,875 人をピークにその後一貫して減少すると見込まれます。65 歳以上の

人口は一貫して増加し、とりわけ 75歳以上の人口が令和 22（2040）年にかけて大きく増加

していくと見込まれます。年齢階層別割合では 14歳以下と 15～64歳は一貫して減少し、65

歳以上は一貫して増加します。令和２（2020）年には 1人の 65歳以上の高齢者を〇〇人の

15～64歳の現役世代で支えている状態でしたが、令和 22（2040）年には１人の 65歳以上の

高齢者を 1.8人の 15～64歳の現役世代で支える状態になると見込まれます。 

 
年齢４区分別人口の見通し 

 
※年齢４区分別人口の推計値は小数点以下を四捨五入しているため、合計と総人口が一致しない場
合がある。 

 

出典：立川市「第４次長期総合計画後期基本計画策定のための将来人口推計調査」 

 
年齢４区分別人口割合の見通し 

 

※年齢４区分別人口割合の推計値は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100％とな
らない場合がある。 

 

出典：立川市「第４次長期総合計画後期基本計画策定のための将来人口推計調査」 
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第３節 財政状況の推移 

１ 普通会計歳入の推移 

普通会計の歳入額は、投資的事業に連動した市債の増加などにより平成 26（2014）年度

がピークとなり、その後は減少傾向で推移しています。 

歳入の根幹をなす市税収入は、法人市民税は交付税原資化の影響等により減少傾向とな

っていますが、個人市民税、固定資産税は増加しており、市税全体では年々増加しています。

譲与税・交付金は、地方消費税の税率引き上げの影響で、平成 27（2015）年度は大幅に増加

しましたが、その後は税制改正の影響等により減少傾向となっています。法人市民税の割合

が高い本市は、税制改正や景気の変動を受けやすい税収構造となっています。 

 
普通会計歳入の推移 

 
出典：「地方財政状況調査」を基に立川市作成 

 
【参考】市税収入額の推移 

 
※184 百万円以下である軽自動車税はグラフ上では掲載していない。 
 

出典：「地方財政状況調査」を基に立川市作成 
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２ 普通会計歳出の推移 

普通会計の歳出額は、平成 26（2014）年度が学校の建替えや大規模改修工事などの影響

により 759.8億円となりましたが、その後は減少傾向で推移しています。 

職員定数の適正化により人件費が減少したほか、公債費、投資的経費などは減少していま

すが、待機児童対策に係る児童福祉費や社会福祉費等が増加したことにより扶助費が増加

したほか、物件費などが増加しています。扶助費については年々増加しており、５年間で

25.2億円、10.9％増加しています。 
 

普通会計歳出の推移 

 
出典：「地方財政状況調査」を基に立川市作成 
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らないように市債の活用については計画的に行う必要があります。 
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４ 普通会計基金残高の推移 

財政調整基金残高は、平成 30（2018）年度末には 105.5億円となり、平成 26（2014）年

度末に比較して 34.9億円増加しています。公共施設整備基金は、平成 30（2018）年度末に

は 112.0億円となり、平成 26（2014）年度末に比較して 61.1億円増加しています。経済不

況等による大幅な税収減により歳入不足が生じた場合や予期せぬ自然災害、都市インフラ

や公共施設の老朽化対応などに備え、基金に積み立てをしておく必要があります。 

 
普通会計基金残高の推移 

 
出典：「地方財政状況調査」を基に立川市作成 
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第４節 財政収支の見通し 

これまでの財政状況や今後の社会経済状況を見据え、平成 31（2019）年度当初予算額を

基に、歳入については、内閣府による「中長期の経済財政に関する試算」で示されたベース

ラインケースを踏まえ、将来人口推計や税制改正などの要素を加味し試算しました。市税に

ついては、各税目の当初予算額を基準に、経済成長率等の指標や法人市民税交付税原資化の

影響等を反映しました。譲与税・交付金については、地方消費税の税率引き上げによる地方

消費税交付金の増額、法人市民税法人税割の減収補てんとして創設される法人事業税交付

金の増額を見込みましたが、他の交付金は、平成 31（2019）年度当初予算額と同額として

います。地方債については、歳出の投資的事業等に連動して試算しました。 

歳出については、各経費の平均伸び率などを参考に、今後５年間における財政収支を推計

しました。人件費は、現行職員数に新陳代謝分を加味し、定年退職予定者数を見込みました。

扶助費は、過去の平均伸び率などに基づき、今後も増加していくものとして試算しています。

投資的経費は、若葉台小学校や新清掃工場の建設、今後予定している公共施設の長寿命化対

策などを見込みました。その他行政経費である物件費・維持補修費・補助費等などについて

は、物価上昇率や平均伸び率などを見込み、試算しています。 

 

普通会計財政収支の見通し【平成 31年度から令和６年度】 

 

出典：「地方財政状況調査」を基に立川市作成 

 

 

 

この財政収支の見通しでは、令和２（2020）年度以降、５億円を超える財源不足が生

じ、令和６（2024）年度には、約 13億円の財源不足になると予測しています。この財源不

足額については、各年度の予算編成過程の中で、歳入の確保や歳出事業の見直しなど、不

断の行財政改革に取り組むとともに、基金等の活用を図ることにより、解消を図っていき

ます。 

  

平成31年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度） （2023年度） （2024年度）

399億円 401億円 398億円 402億円 406億円 410億円

46億円 52億円 60億円 61億円 62億円 62億円

244億円 249億円 260億円 280億円 260億円 267億円

30億円 66億円 49億円 62億円 30億円 30億円

36億円 34億円 34億円 35億円 35億円 36億円

755億円 802億円 801億円 840億円 793億円 805億円

人件費 106億円 115億円 116億円 113億円 115億円 118億円

扶助費 261億円 268億円 276億円 283億円 292億円 301億円

公債費 37億円 26億円 27億円 28億円 32億円 32億円

83億円 131億円 116億円 149億円 80億円 80億円

268億円 267億円 272億円 277億円 281億円 287億円

755億円 807億円 807億円 850億円 800億円 818億円

0億円 ▲5億円 ▲6億円 ▲10億円 ▲7億円 ▲13億円

― 5億円 6億円 10億円 7億円 13億円

区分

市税

譲与税・交付金

国庫・都支出金

地方債

差引額（①‐②）

基金充当額等

合計①

歳入

義務的
経費

歳出
投資的経費

その他行政経費

合計②

その他収入

※令和元年７月作成。なお、今後の予算編成作業等を踏まえ、内容は変更する予定です。 
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１ 基本的な考え方 

後期基本計画を着実に推進するため、市は経営資源（人、モノ、おかね、情報）を有効に

活用し、地域や民間、他自治体などの多様な主体と連携しながら、施策を進めています。 

そうした中で、人口構造の変化や社会保障関係経費の増嵩、公共施設の老朽化などによる

歳出増という財政的な課題を抱えながらも、市は最適な選択を行い、持続可能な行財政運営

が求められます。 

そのため、後期基本計画における行政経営は、経営資源を最大限に活用しながら、地域や

民間などの多様な主体と連携を強化し、適切なサービス水準と最適なサービス提供手法を

選択していくことを重視していきます。 

 
基本的な考え方の関係性イメージ 

 

    

 

２ 基本方針 

上記の基本的な考え方の下、施策を進めていく上で必要な「経営資源の活用」及び「市

民・事業者等との協働・連携」、さらに、これらの経営資源等を効率的・効果的に生か

すための「行政経営のしくみ」の３つについて基本方針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

  

（１）経営資源の活用 

（２）市民・事業者等との協働・連携 

（３）行政経営のしくみ 
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（１） 経営資源の活用 

市の経営資源である「人」「モノ」「おかね」「情報」を以下の方針に基づき、最大

限に活用していきます。 

 

●効果的な組織と職場・職員の育成【人】 

① 効果的な組織の 

編成 

施策を効果的に進めるため、政策体系や評価体系と人員、予

算が連動した組織を柔軟に編成します。複数の組織が施策

に関連する場合は、施策における基本事業と組織を連動さ

せることにより、施策の向上を図ります。 

② 適正な定員管理 限られた経営資源の中で最適なサービスを提供していくた

め、職員の役割を明確にして、担い手の最適化を行います。

そのためには、業務プロセスや業務の質、コスト等の自治体

間の比較を行いつつ、本市の行政特性に合わせ適正な定員

管理を進めます。 

③ 職場力の強化 生産性を向上させるため、職場力を強化します。職員一人ひ

とりが意欲・能力を最大限に発揮できる職場環境を形成す

るとともに組織で力を発揮できる組織体制を構築します。 

また、時間外勤務の縮減や管理監督者のマネジメントの向

上を図り、ワーク・ライフ・バランス※を推進します。 

④ 人材の育成 今後の社会環境の変化に対して、常に改革の意識を持ち積

極的かつ主体的に行動する職員を人事交流などを含めた研

修を通して育成していきます。また、ベテラン層職員の能力

を活用する制度やマネジメント手法を検討していきます。 

⑤ 優秀な人材の確 

  保 

現在の職員採用方法の課題の洗い出しと検証を行い、さら

に有効な職員採用の制度とします。また、他自治体とは異な

る本市の特性や職場の魅力を最大限に発信し、優秀な人材

確保への取組を進めます。 

●公共施設や都市インフラ等の効果的な保全・更新及び有効活用【モノ】 

① 持続可能な公共 

施設等の展開 

公共施設を継続的に活用するため、施設管理業務の効率化

を図りながら、適切な施設の維持保全に努めます。同時に、

将来の更新に伴う財政リスクを見据えて財政支出の上限を

定め、コスト削減と機能維持の観点から複合化等の再編を

進めます。 

また、道路、橋りょう、下水道などの都市インフラについて

も中長期的なトータルコストの削減や予算の平準化を行い

ながら、的確に維持管理・更新等を行い、機能を維持してい

きます。 

② 公有財産の有効 

活用 

公共施設再編個別計画に基づく再編に伴い生じる跡地や公

有財産等は民間活力による有効活用を推進し、歳入の増加

や維持管理のコスト削減を目指します。施設を更新する際

は、PPP※手法の導入の可能性を検討し、民間ノウハウの活

用を促進します。 
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●健全な財政運営【おかね】 

① 基金の適正な管 

  理 

持続可能な財政運営のために財政調整基金は必要な額を確

保します。また、公共施設の再編や都市インフラの老朽化な

どへ対応するため、投資的事業の進捗を踏まえ、公共施設整

備基金は必要な額を確保していきます。 

② 市債活用の適正 

  化 

公共施設の再編や都市インフラの老朽化などへ対応するた

め、後年度の公債費の負担を踏まえた借入の考え方をあら

ためて示していきます。 

③ 自主財源の確保 市の収入の根幹である市税等収入については、引き続き収

入の確保に努めます。 

ネーミングライツや広告料収入の確保、公共施設等の有効

活用や未利用地の処分など官民連携のさらなる推進により

新たな自主財源を確保します。また、公共施設の建替え等を

行う場合は、受益者負担の観点から適正な利用料金となる

よう検討します。 

競輪事業については、経営基盤の安定化に努めるとともに

収益の確保を図ります。 

④ 予算編成・執行 

管理 

行政評価と連動した効率的・効果的な予算編成を行います。

また、社会保障関係経費をはじめ、義務的経費の増加によ

り、財政構造が硬直化する恐れがあることに留意していき

ます。公共施設等の老朽化に伴う更新や公共施設の再編の

取組に際しては、公共施設整備基金等の有効活用を検討し

ます。 

●情報の活用【情報】 

施策の維持、向上に対しさまざまな要因を分析し、データに基づく政策形成を推進

していきます。 

① 情報の発信 情報を真に必要としている市民へ的確に情報が届くしくみ

を検討し、効果的な情報発信を行うほか、市民との対話の場

へ積極的に情報を活用していきます。 

② 情報の分析 予算や人員のほか、市が持つさまざまなデータや事業の活

動指標などの情報を分析し、新たな施策や事業の立案へ活

用していきます。 

これまでの行政評価に基づく分析はもとより、地方公会計

制度による行政サービスに要する施設別コスト計算書の作

成などを検討し、公共施設の更新に生かします。また、市が

持つさまざまなデータを AI※等により分析し、効果的なサ

ービスの提供につなげていきます。 

③ 情報の官民連携 民間事業者が利活用しやすいオープンデータ※の提供環境

を整え、施策の維持・向上に対して主体的に取り組める事業

提案制度を進めていきます。また、市の課題となっている施

策に関する情報を積極的に提示し、サウンディング型市場

調査などを活用し、官民連携により市の課題解決につなげ

ていきます。 
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（２） 市民・事業者等との協働・連携 

自治会等の地域、民間事業者及び他の自治体等を含めて協働・連携して魅力ある住

みよいまちづくりを進めていきます。 

 

●地域との協働・連携 

女性をはじめ地域の人材を掘り起こし、地域の活性化を図りつつ、団体や個人と

適切な役割分担の中、地域との協働・連携を進めていきます。 

●適切なサービス提供主体 

施策の遂行にあたっては、市が行わなければならないのか、また民間事業者等の

活用が期待できるのかを十分に検討し、NPO 法人や民間事業者等と協働・連携を

促進していきます。 

●官民連携のしくみづくり 

市と市民・事業者等との協働・連携を行うにあたり、市の関わり方や連携方法な

ど、効果的な成果が得られるようなしくみを検討します。 

●自治体間の連携 

市民サービスの維持や効率的・効果的に施策を推進するため、自治体間の連携を

促進します。 

 

 

（３） 行政経営のしくみ 

PDCAサイクルにより、予算、人員等の限られた経営資源を適正かつ効率的・効果的

に配分するしくみとして行政評価を有効に活用していきます。 

費用対効果の視点から、投入できる経営資源を考慮した目標値の設定を基本に、後

期基本計画の進捗管理を行うとともに、情報の分析を詳細に行い、戦略的に事業を再

構築するほか、最適なサービス提供手法の検討を行政評価により行っていきます。 
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第２節 戦略推進の基本的な考え方 

第３節 戦略の基本目標 
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第１節 戦略の背景 

立川駅周辺の拠点整備を進めてきたことで、周辺市等からの来訪者が増加するなど、立川

市の多摩地域の交流拠点としての位置付けが確立されつつあります。これからは、より広域

的な視点を持ちつつ、ハード面を生かしながらソフト面へとまちづくりの主軸を転換し、交

流都市としてさらなる発展を目指していく段階となります。他方で、市内に広がる豊かな緑

や都市農地がもたらすやすらぎも、立川市の大きな魅力となっています。今後は、これら立

川市固有の自然環境が有する環境保全や防災、交流創出などの多面的機能をグリーンイン

フラ※としてまちづくりに活用していく視点も重要となります。 

また、立川市は働く場として、市内外から多くの人が集まっていますが、近年では、働き

方改革※の推進や職住近接など多様な働き方が求められるようになってきており、新たな就

業ニーズに対応できるまちづくりが求められています。さらに、地域での創業の促進や魅力

あるしごとづくりを推進し、地域内循環を向上させることで、多摩地域全体の経済循環に貢

献し、広域的な地域経済の発展につなげることが求められています。 

立川市は近年、アートのまちとして注目を集めていますが、アニメや漫画、スポーツなど

のイベントも増え、交流を生みだすコンテンツとして育ってきており、来訪者の増加につな

がっています。長年にわたり継承されてきた伝統文化に加え、これらを新たな立川市らしい

魅力として、市民のまちへの誇りや愛着を育み、大きく成長させていくことも重要な視点と

なります。さらに、広域的な情報発信拠点としての機能の発揮も期待されていますが、SNS
※の活用等、ターゲットに訴求した情報の発信方法を構築していくことが重要です。 

一方、市民の暮らしに目を向けると、日本各地で震災が発生していることに加え、近年は

地球温暖化に伴う異常気象による、これまで想定されなかった災害も発生しており、暮らし

の安全・安心が脅かされています。地域の絆を深め、支えあうことで、災害時に自ら避難行

動をとることが困難な高齢者や障害者等も含め、誰一人取り残さない安全・安心の確保が求

められています。 

高齢化や核家族化が進む中で、自治会活動をはじめとした地域コミュニティの重要性が

ますます高まっています。また、立川市は転入による新住民や外国人住民、来訪者、地域活

動に取り組む民間企業も増加するなど、地域社会を形成する主体の多様化が進んでいます。

持続可能な支えあいのある地域社会を構築するために、地域コミュニティの重要性につい

てさらなる理解促進を図るとともに、年齢や性別、国籍、障害の有無などに関わらずそれぞ

れが地域の担い手として持てる力を発揮できるしくみづくりが求められています。 

また、未来の担い手育成として、途切れのない子育て支援を引き続き推進するとともに、

子どもの視点に立ったまちづくりを進めていく必要があります。 
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第２節 戦略推進の基本的な考え方 

基本構想に定めた将来像「にぎわいとやすらぎの交流都市 立川」の実現に向け、後期基

本計画において推進する分野横断的な取組の方向性を、まちづくり戦略（総合戦略）として

定めます。 

この戦略は、「まち・ひと・しごと創生法（平成 26年法律第 136号）」第 10条に基づき

定める「たちかわ創生総合戦略」の機能を内包するものであり、人口減少問題の克服と交流

を中心に据えた「たちかわ創生」の視点を盛り込んだものとして設定しています。 

後期基本計画期間中の本市の人口は、少子化、高齢化は進展しつつも横ばいの見込みです

が、令和７（2025）年をピークに人口減少局面に転じるとともに、急速な少子化、高齢化の

進展が見込まれています。本市にとっても近い将来に訪れる人口急減・超高齢社会という極

めて厳しく困難な状況への対応を見据えた取組を進めていくため、国が示す地方創生の視

点である「しごと」と「ひと」の好循環と、それを支える「まち」の活性化に加え、本市の

大きな強みである「交流」を加えた、４つの視点を踏まえて、戦略を推進します。 

また、本戦略は持続可能な社会の実現を目指すものであり、国連が提唱する持続可能な開

発目標（SDGs）とその考え方や方向性は共通するところが多くなっています。SDGs は、国

際社会全体の目標ではありますが、その実現には基礎自治体も役割を果たすことが期待さ

れており、本市においても本戦略に基づき取組を推進することで、SDGs の実現に貢献して

いきます。 
  

SDGsとは 
SDGs（Sustainable Development Goals）とは、平成 27（2015）年９月の国連サミットで採択された

国際目標です。「誰一人取り残さない（leave no one behind）」持続可能で多様性と包摂性のある社
会の実現のため、2030 年までに達成すべき 17 のゴールと 169 のターゲットが掲げられました。 
SDGsの実現に向けて、先進国を含めた各国が当事者意識を持ち、公共・民間のあらゆる関係者が連携

しながら、社会・経済・環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むことが重要とされています。日本
では平成 28（2016）年 12月に「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」が策定され、自治体において
も各種計画や戦略、方針の策定や改訂に当たっては SDGs の要素を最大限反映することが奨励されると
ともに、ステークホルダーとの連携強化などにより SDGs の達成に向けて取組を推進することが求めら
れています。自治体運営と密接に関わるゴール 11「住み続けられるまちづくりを」をはじめとした 17
のゴールの達成に向けて、自治体が重要な役割を果たすものと期待されています。 
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第３節 戦略の基本目標 

 

  

立川市は、立川駅周辺地域を中心に交通結節点として恵まれた立地条件を生かし、多様な都市

機能の集積を進めてきたことで、多摩地域の交流拠点として成長してきています。 

今後は、交流都市としてのさらなる発展を目指し、ハードを生かしながらソフト施策の推進へ

と主軸を移していきます。また、環境・景観に配慮した魅力ある街並みや質の高い都市空間の形

成に取り組みます。そして、多様な需要に応じた事業活動を活性化させることにより雇用を創出 

するとともに、創業への支援等を通

じた新しいしごとの創出を促進する

ことで、地域内循環を向上させ、地域

経済の発展を進めていきます。 

ひとが集まるところには笑顔があふれ、あふれる笑顔はまちの魅力につながります。 

市内外から多くのひとが集まり、交流し、つながりを持つことで、多様性に富んだ創造的なア

イデアが生まれ、まちの魅力を向上させる、ふれあいと豊かさに満ちたまちづくりを進めていき

ます。 

そして、市民のまちに対する誇りと愛着を育み、ライ

フスタイルから生み出される立川の魅力を戦略的・効

果的に広く発信するシティプロモーションを市民とと

もに進め、「行きたいまち」「住みたいまち」として発

展することを目指します。 

また、立川市らしい魅力を生かし、国際交流や観光、

産業、教育、文化芸術、スポーツなど幅広い分野でまち

を活性化させ、交流を促進します。 
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 東日本大震災以降も日本各地で震災が発生していることに加え、

近年は地球温暖化に伴う異常気象による、これまで想定されなかっ

た災害も発生しており、安全・安心のまちづくりの重要性が高まっ

ています。 

一人ひとりの市民が自分や家族の命を守り、助けあい思いやる心の絆を持って、多様な主体が

協働し、誰一人取り残さない安全で安心な暮らしを支える地域社会の形成を目指します。 

特に、防災に関する意識啓発を通じて自助力を向上させ、震災や風水害に備え、地域における

災害対策の強化を図ります。 

また、市民や地域団体、事業者、関係機関と連携を強化し、子どもから高齢者まで、全ての市

民が安全に暮らせる犯罪の起こりにくい地域づくりを進めていきます。 

 

社会の成熟化や移り変わりの中で、人々の価値観やライフス

タイルは多様化しています。立川市では、シニア世代や女性の活

躍、新住民や外国人住民、来訪者の増加による人の循環の活性

化、地域活動に取り組む企業の増加などが見られ、地域社会を形

成する主体の多様化が進んでいます。 

こうした中、立川市に関わる多様な主体による交流の場や活躍の場の創出に取り組むととも

に、誰もが地域の担い手として力を発揮できるしくみづくりを進め、持続可能な支えあいのある

地域社会の構築を目指します。 

「ひと」と「地域」がつながりを持ち、情報を共有し、互いに支えあうまちづくりを進めてい

きます。 

 

これまで築き上げてきたまちづくりの成果を維持・向上させて、子ど

もたちへ、そしてその次の世代へ引き継ぎ、立川の未来に向け、市民一

人ひとりが夢と希望を持ち、将来にわたり住み続けたいまちを形成して

いきます。 

子ども・若者の未来は、まちの未来です。 

子どもたちや親、地域に笑顔があふれ、若い世代や子育て世代にとっ

て、楽しく子育てできるまちを目指します。子どもの権利を尊重し、子

どもたちが、心身ともに健やかに成長していけるよう、地域全体で子育

てを支援していきます。 

未来を担う子どもたちが将来に夢と希望を持ち、社会にはばたけるよう

生きる力を伸ばすことのできるまちづくりを進めていきます。 
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数値目標 

成果指標 
基準値 

（H25年度） 
現状値 

（H30年度） 
目標値 

（R6年度） 

来訪者数（JR立川駅・多摩都市モノ

レール立川駅南北定期外乗車客数、

公共駐車場利用者数） 

4,100 万人 4,200 万人 4,290 万人 

立川市全体のエネルギー消費量 7,666TJ※ 
7,127TJ 

（H28年度） 
6,210TJ 

法人市民税法人税割課税対象者数 6,446 社 6,834 社 7,300 社 

社会増減数 
52 人 

（H25年） 

1,193 人 

（H30年） 

590 人以上 

（R6年） 

人口千人当たりの刑法犯認知件数 
15.04 件 

（H25年） 

10.26 件 

（H30年） 

8.0 件 

（R6年） 

65歳健康寿命※（65歳の人が要介護

２以上の認定を受けるまでの年齢

の平均） 

男 82.40 歳 

女 85.84 歳 

（H25年） 

男 82.77 歳 

女 86.15 歳 

（H29年） 

男 83.40 歳 

女 86.70 歳 

（R6年） 

立川市との連携協定締結件数 92 件 184 件 300 件 

出生数 
1,439 人 

（H25年） 

1,391 人 

（H29年） 

1,345 人以上 

（R6年） 

年少人口数（１月１日時点） 22,456 人 22,425 人 
22,010 人 

以上 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 
 

分野別計画 
 

第６章 

後期基本計画 政策体系 

政策の見方 

施策の見方 

第１節 子ども・学び・文化 

第２節 環境・安全 

第３節 都市基盤・産業 

第４節 福祉・保健 

第５節 行政経営・コミュニティ 
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後期基本計画 政策体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来像 

にぎわいとやすらぎの交流都市 立川 

都市像 政策 施策 

子ども・ 
学び・文化 

環境・安全 

都市基盤・
産業 

福祉・保健 

行政経営・ 
コミュニティ 

1 子ども自らの育ちの推進 

2 家庭や地域の育てる力の促進 

3 子育てと仕事の両立支援 

27 豊かな長寿社会の実現 

5 学校教育の充実 

25 地域福祉の推進 

6 教育支援と教育環境の充実 
 

24 都市と農業の共生 

7 学校・家庭・地域の連携による教育力の向上 
 

26 健康づくりの推進 

8 生涯学習社会の実現 
進 

10 文化芸術の振興 

12 持続可能な環境の保全 

14 下水道の管理 

16 防災・災害対策の推進 

13 ごみ減量とリサイクルの推進 

15 豊かな水と緑の保全 

18 良好な市街地環境の形成 

21 広域的な魅力の創出と発信 

11 多文化共生の推進 

9 スポーツの推進 

17 生活安全の推進 

19 総合的な交通環境の構築 

20 道路環境の整備 

22 多様な産業の活性化 

23 地域に根ざした働く場の創出 

1 子ども自らの育ちの推進 

1 子ども自らの育ちの推進 

1 子ども自らの育ちの推進 

30 社会保険制度の安定運営 

31 市民活動と地域社会の活性化 

28 障害福祉の推進 

29 生活保障の充実 

32 男女平等参画社会の推進 

33 積極的な情報の発信と共有 

34 計画的な自治体運営の推進 

35 公共施設マネジメントの推進 

36 持続可能な財政運営の推進 

37 職場力の強化と職員力の向上 

4 配慮を必要とする子どもや子育て家庭への支援 

安全で、環境に
やさしい快適な
まち 

育ちあい、学び
あう文化の香り
高いまち 

人々が交流し、
さまざまな価値
がうまれる活力
あるまち 

ともに見守り支
えあう、安心し
て健やかに暮ら
せるまち 

分権型社会に対
応した持続可能
なまち 

 第    章    分野別計画 
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政策の見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市像を実現するための方

針が書かれているよ！ 

この政策について、立川市がどん

状況なのかがわかる数字が書か

れているよ！ 

「にぎわいとやすらぎの交流都市 立川（将来像）」

の実現に向けて、政策それぞれが取り組むまちづく

りの方向性（都市像）が書かれているよ！ 
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施策の見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この施策に取り組むことで、立

川市がどんな状態になることを

目指すのかが書かれているよ！ 

この施策の主な
課題が書かれて
いるよ！これら
の課題を解決す
るために頑張っ
ていくんだね！ 

主な課題を解決して、施策の目的を達

成するためにどんなことをしていく

のかが書かれているよ！ 
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施策の目的を達成するためには、

みんなで力を合わせていく必要が

あるよ！ここには、市民・団体・事

業者の皆さんと協力していきたい

取組例が書かれているよ！ 

この施策の取組が順調に進んでいるか確認する

ために、成果指標と目標値を設定しているよ！ 

施策を推進させるため

に、より具体的な取組内

容を記載した個別計画

が書かれているよ！ 
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